
緊急時児童（園児）引渡しマニュアル 

 

１．児童（園児）引渡しを行う緊急時とは 

児童（園児）の在校（園）中に自然災害や事件・事故の発生により、児童（園児）のみで

下校させるには危険な状況となったときに実施します。 

例えば  〇震度５以上の地震 

     〇台風接近等で危険な気象状況の場合 

     〇学校（園）及び近隣での火災 

     〇校（園）内への不審者侵入 

 

２．手順 

（１） 自宅及び職場、出先にて 

① 引渡し実施の連絡 

保護者連絡ツール「tetoru（テトル）」により連絡します。（＊１） 

何時から場所はどこで引渡すのかを確認してください。（＊２） 

 

＊１「tetoru」はアプリであり、携帯電話やメールが不通でも使用可能とされていますが、 

震度５以上の地震など明らかに引渡しが必要と判断できる場合は、学校（園）から無連 

絡であってもお迎えをお願いします。 

 ＊２引渡しを実施する場所については、殆どの場合学校（園）ですが、学校（園）では安 

全が保てない場合、移動した避難場所で実施します。 

 

② 家族間で引取り人の決定 

４月に提出した「保護者引渡しカード」に記載された方と連絡を取り、誰が迎えに

行くかを決定してください。 

 

（２） 学校（園）に到着 

① 駐車場の確認 

学校（園）で引渡しをする場合は、佛所護念会様及び実相寺グラウンドの駐車場を

利用させていただく予定です。（＊３） 

駐車場は「左折で入り、左折で出る」よう願います。（【引渡し時の駐車場】参照） 

・鶴校通りから上がってきたら佛所護念会様駐車場に入り、帰りは亀の井バス駐車

場方面へ上がってください。 

・亀の井バス駐車場方面から下ってきたら実相寺グラウンド駐車場に入り、帰りは

鶴校通りへ下ってください。 

 

＊３学校（園）以外の避難場所にて引渡しをする時の駐車場は、現場での指示もしくは引 

取り人の判断でお願いします。 

 



【引渡し時の駐車場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 引取り 

子どもたちは教室で下履きを準備して待機しています。 

必ず教室で担任に声を掛け、担任から渡される引渡しカードの「＊引渡し時記入欄」

を記載し、お子さまを引き取ります。 

・⾧子が１・３・４年生の引取り人の方 

 西側（山側）昇降口から入り、常に西側階段使用で⾧子から順に教室で引取り、 

西側昇降口から出ます。 

・⾧子が２・５・６年生の引取り人の方 

 東側（海側）昇降口から入り、常に東側階段使用で⾧子から順に教室で引取り、 

東側昇降口から出ます。 

    ・幼稚園児の引取り人の方 

     幼稚園正門もしくは学校の給食室前を抜けて階段を降り、園の教室に入ります。 

     小学校に⾧子がいる場合も⾧子から順に引取り、幼稚園に向かってください。 

 

３．注意点 

（１） 事前に提出いただいている『保護者引渡しカード』に記載された方でなければ、引

き渡すことはできません。記載がされていてもご家族以外の方は身分証明書の提示

をお願いします。 

（２） 道路状況が悪く、車による通行が困難な場合は徒歩でのお迎えも視野に入れてくだ

さい。 

（３） 車で来校の際は、近隣の道路が狭く混乱が生じるため、校地内もしくは学校隣接道

路への駐車は絶対にしないでください。 


